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 第 3926号  

   目      次  
    
   公安委員会告示 

 ○富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正             １ 

   公  告 

 ○都市計画事業の施行                            ２ 

 ○特定非営利活動法人の定款変更認証の申請                  ３ 

 ○特定非営利活動法人の設立認証の申請                     

 ○あっせん員候補者の氏名及び閲歴                      ４ 
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富山県公安委員会告示第75号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、平成27年６月26日から施行する。 

  平成27年６月26日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 綿  貫  勝  介  

別表第５ 最高速度 

 魚津市の項第 130号を次のように改める。 
 

 130  削  除 

 
 

 
 
 

   

 富山市の項第 428、 574号を次のように改める。 
 

 428  削  除 

 
 

 
 
 

   

  

毎週月.水.金曜日発行 
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金 曜 日 
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 574 市道 

富山市下堀41－２ 
 コーポ和前交差点から 
同  小杉 646先 
 小杉交差点まで 

1,340 終日 40  

別表第８ ⑴車両の駐車の禁止 

 魚津市の項第59号を次のように改める。 
 

 59  削  除 
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公      告 
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都市計画事業の施行 

 小矢部都市計画道路事業の施行について、都市計画法（昭和43年法律第 100号） 

第66条の規定により次のとおり公告する。 

  平成27年６月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  小矢部都市計画道路事業 

  ３・４・８号 社内上野本線 

２ 施行者の名称 

  富山県 

３ 事務所の所在地 

  富山市新総曲輪１番７号 富山県土木部都市計画課 

  小矢部市今石動町２－13－１ 富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 富山県小矢部市石動町 地内 

  使用の部分 なし 
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特定非営利活動法人の定款変更認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定による特定非 

営利活動法人の定款変更認証の申請があったので、同条第５項において準用する同 

法第10条第２項の規定により次のとおり公告する。 

  平成27年６月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 申請のあった年月日 

平成27年６月13日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

特定非営利活動法人魚津市西部地域振興協議会 

３ 代表者の氏名 

江幡 岩雄 

４ 主たる事務所の所在地 

  富山県魚津市下椿８番地 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、魚津市西部地域を中心とした住民及び当地域や魚津市を訪れる人 

 々に対して、地域の交流と活性化に関する各種事業を行い、「活動拠点づくり」 

 の実現と元気で魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。 

 

 

特定非営利活動法人の設立認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定による特定非 

営利活動法人の設立認証の申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり 

公告する。 

  平成27年６月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 申請のあった年月日 

平成27年６月11日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 
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特定非営利活動法人速川活性化協議会 

３ 代表者の氏名 

山﨑 勇二 

４ 主たる事務所の所在地 

  富山県氷見市小久米678番地 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、速川地区自治振興会や関係諸団体等と連携を図り、産業の振興、 

 地域文化の伝承、安全・安心の確保、交流・移住促進等あらゆる活性化事業を行 

 い、地域の創生と復活に寄与することを目的とする。 

 

 

あっせん員候補者の氏名及び閲歴 

 労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第 478号）第４条及び労働委員会規則（昭 

和24年中央労働委員会規則第１号）第68条第１項の規定により、あっせん員候補者 

の氏名及び閲歴を次のとおり公告する。 

  平成27年６月26日 

                   富山県労働委員会 

                      会 長 島  谷  武  志  

 富山県労働委員会あっせん員候補者 

                        （平成27年４月１日現在）  

氏   名 閲                歴 

島 谷 武 志 弁護士 

 富山県労働委員会会長 

米 澤 茂 美 元富山県理事 観光地域振興局次長 

 富山県労働委員会会長代理 

竹 地   潔 富山大学経済学部教授 

 富山県労働委員会委員 

橋 爪 健一郎 弁護士 

 富山県労働委員会委員 
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雨 宮 洋 美 富山大学経済学部准教授 

 富山県労働委員会委員 

瀬 川   亨 日本労働組合総連合会富山県連合会事務局長 

 富山県労働委員会委員 

村 藤 美枝子 自治労富山県本部特別執行委員 

 富山県労働委員会委員 

土 肥 克 彦 全日通労働組合富山県支部執行委員長 

 富山県労働委員会委員 

吉 田 昌 樹 北陸電力労働組合本部執行委員長 

 富山県労働委員会委員 

長    祐 二 日本カーバイト労働組合中央執行委員長 

 富山県労働委員会委員 

佐 藤   登 一般社団法人富山県経営者協会専務理事 

 富山県労働委員会委員 

梅 田 ひろ美 株式会社ユニゾーン代表取締役会長 

 富山県労働委員会委員 

棚 邊 一 雄 となみの工業株式会社顧問 

 富山県労働委員会委員 

谷 川   治 株式会社ハートウェア取締役社長 

 富山県労働委員会委員 

須  河 元  信 北陸電力株式会社執行役員人事労務部長 

 富山県労働委員会委員 

下 川 雅 一 富山県労働委員会事務局長 

高 石 良 一 富山県労働委員会事務局次長 
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